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○松戸市病児・病後児保育事業実施規則 

平成９年６月30日 

松戸市規則第46号 

改正 平成10年３月31日規則第37号 

平成15年２月28日規則第９号 

平成16年３月19日規則第12号 

平成20年９月30日規則第54号 

平成21年３月31日規則第８号 

平成27年６月30日規則第57号 

平成28年２月29日規則第４号 

平成29年12月26日規則第69号 

（目的） 

第１条 この規則は、病気の回復期に至らない児童及び病気回復期にある児童

に対し、集団保育等が困難な期間における一時的な保育サービスを提供する

ことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全

な育成に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「病児・病後児保育」とは、病気の回復期に至らず、

及び病気回復期にある児童に対し行う保育サービスであって集団保育等が困

難な期間における一時的なものをいう。 

２ この規則において「病後児保育」とは、病気回復期にある児童に対し行う

保育サービスであって集団保育等が困難な期間における一時的なものをいう。 

３ この規則において「実施施設」とは、病院、診療所又は保育所等に付設さ

れた施設であって、病児・病後児保育又は病後児保育を提供する施設として

市長が指定した施設をいう。 

（対象児童） 

第３条 病児・病後児保育又は病後児保育の利用対象となる児童は、次の各号

のいずれにも該当する児童とする。 
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（1） 病児・病後児保育にあっては病気又は病気回復期であること、病後児

保育にあっては病気回復期であること。 

（2） 医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要

があることから集団保育が困難であること。 

（3） 生後57日目以後であること。 

（4） 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第４条第１項第１号に規定する

乳児、同項第２号に規定する幼児又は小学校に就学している者であること。 

（5） 次のいずれかに該当すること。 

ア 教育・保育施設（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７

条第４項に規定する教育・保育施設をいう。）で教育又は保育を受けて

いる児童であること。 

イ 地域型保育（子ども・子育て支援法第７条第５項に規定する地域型保

育をいう。）により保育を受けている児童であること。 

ウ ア又はイに該当しない児童（市内に住所を有するものに限る。）であ

って、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的

にやむを得ない事由により一時的に家庭における保育が困難になるもの 

（利用定員） 

第４条 病児・病後児保育又は病後児保育を行う実施施設の利用定員は、１日

につき９人を上限とし、施設ごとに市長が定める。ただし、市長が特に必要

があると認めたときは、利用定員を変更することができる。 

（保育時間等） 

第５条 病児・病後児保育又は病後児保育の保育時間及び休日は、次のとおり

とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該保育時間又は

休日を変更することができる。 

（1） 保育時間 午前８時から午後７時（土曜日にあっては、午後０時30

分）まで 

（2） 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第

３条に規定する休日、１月２日、同月３日及び12月29日から同月31日まで 
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（利用期間） 

第６条 病児・病後児保育又は病後児保育の利用期間は、７日以内とする。た

だし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、当該利用期間を延長

することができる。 

（送迎対応の実施） 

第７条 市長は、実施施設のうち、保育所等から体調不良児の送迎対応を行う

ことのできる施設（第10条第２項において「送迎対応実施施設」という。）

を指定することができる。 

２ 保育所等から体調不良児の送迎を行う場合には、送迎用自動車に看護師等

又は保育士を同乗させなければならない。 

３ 送迎対応は、原則としてタクシーによるものとする。ただし、やむを得な

い事由によりタクシーによる送迎が困難な場合は、この限りでない。 

（利用の登録） 

第８条 病児・病後児保育又は病後児保育の利用を希望する対象児童の保護者

は、あらかじめ松戸市病児・病後児保育事業利用登録票（第１号様式）を市

長に提出し、登録を受けるものとする。 

２ 前項の登録を受けた保護者は、登録票の記載事項に変更があったときは、

速やかに松戸市病児・病後児保育事業利用登録事項変更届（第２号様式）に

より市長に届け出なければならない。 

（利用の申請等） 

第９条 児童の保護者は、病児・病後児保育又は病後児保育を利用しようとす

るときは、松戸市病児・病後児保育利用申請書（第３号様式）に松戸市病児・

病後児保育室医師連絡票（第４号様式）を添えて申請しなければならない。

この場合において、市長は、当該申請書のほか必要と認める書類を提出させ

ることができる。 

２ 市長は、前項の申請があった場合において実施施設に当該児童の受入れの

支障がないときは、速やかに利用決定を行い、松戸市病児・病後児保育利用

決定通知書（第５号様式）により通知するものとする。 
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（利用実績の報告） 

第１０条 実施施設の長は、松戸市病児・病後児保育利用実績報告書（第６号

様式）により、毎月の病児・病後児保育又は病後児保育の利用実績を市長に

報告しなければならない。 

２ 送迎対応実施施設の長は、松戸市病児・病後児保育送迎対応実績報告書（第

７号様式）により、毎月の送迎対応の利用実績を市長に報告しなければなら

ない。 

（費用負担） 

第１１条 利用者は、病児・病後児保育又は病後児保育の利用に要する費用の

一部として別表に定める額を実施施設に納入しなければならない。ただし、

利用者の属する世帯が生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯

又は市民税の非課税世帯であるときは、この限りでない。 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月31日松戸市規則第37号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の松戸市乳幼児健康支援デイサービス事業実施規則

第10条の規定は、この規則の施行の日以後の健康支援デイサービスの利用に

係る費用について適用し、同日前までの健康支援デイサービスの利用に係る

費用については、なお従前の例による。 

附 則（平成15年２月28日松戸市規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年３月19日松戸市規則第12号抄） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年９月30日松戸市規則第54号） 
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この規則は、平成20年10月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月31日松戸市規則第８号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年６月30日松戸市規則第57号） 

この規則は、平成27年７月１日から施行する。 

附 則（平成28年２月29日松戸市規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の松戸市病後児保育事業実施規則の規定により調製

した帳票等で、その用紙が現に残存している場合は、当分の間、なお従前の

例により使用することができる。 

附 則（平成29年12月26日松戸市規則第69号） 

この規則は、平成30年１月１日から施行する。 

別表（第10条関係） 

区分 保育時間が4時間以

内の場合 

保育時間が4時間を超える場合 

松戸市民 1,200円 1,200円に4時間を超える1時間につ

き300円を加算した額 

松戸市民以外の者 1,800円 1,800円に4時間を超える1時間につ

き450円を加算した額 

備考 保育時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げ

るものとする。 
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